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○ 農 林 水 産 省 告 示 第    号  
令 和 元 年 農 林 水 産 省 告 示 第 四 百 八 十 号 （ 農 薬 取 締 法 第 四 条 第 一 項 第 五 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る か ど う か

の 基 準 を 定 め る 件 ） 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 四 年 農 林 水 産 省 告 示 第 千 六 百 五 十 号 （ 農 薬 取 締 法 第 四 条 第

一 項 第 五 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る か ど う か の 基 準 を 定 め る 件 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 同 号 の 農 林 水 産 大 臣

が 定 め る 基 準 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

令 和   年   月    日  

農 林 水 産 大 臣  鈴 木  憲 和   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対 応 す

る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改 正 後  改 正 前  
  

一  付 録 第 一 の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ る 、 一 年 の う ち 農 薬 散 布 を 行

う 期 間 中 に 農 薬 散 布 作 業 等 に よ り 毎 日 農 薬 に 暴 露 し た 場 合 の 農 薬

使 用 者 に 対 す る 一 日 当 た り の 暴 露 量 が 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る

農 薬 の 有 効 成 分 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 農 薬

使 用 者 暴 露 許 容 量 を 超 え な い こ と 。 た だ し 、 農 薬 の 有 効 成 分 又 は

代 謝 物 の 物 理 的 化 学 的 性 状 及 び そ の 使 用 方 法 か ら 、 農 薬 使 用 者 が

主 に 吸 入 に よ っ て 当 該 農 薬 に 暴 露 す る 場 合 に あ っ て は 、 ほ 場 に お

け る 農 薬 使 用 者 暴 露 試 験 の 成 績 か ら 推 定 さ れ る 、 一 年 の う ち 農 薬

散 布 を 行 う 期 間 中 に 農 薬 散 布 作 業 等 に よ り 毎 日 当 該 農 薬 に 暴 露 し

た と き の 一 日 当 た り の 暴 露 濃 度 が 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 農 薬

の 有 効 成 分 又 は 代 謝 物 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 農 薬 使 用 者 暴 露 許 容 濃 度 を 超 え な い こ と 。  

二  付 録 第 二 の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ る 、 農 薬 散 布 を 行 う 日 に 農 薬

散 布 作 業 等 に よ り 農 薬 に 暴 露 し た 場 合 の 農 薬 使 用 者 に 対 す る 暴 露

量 が 、 別 表 第 一 の 上 欄 に 掲 げ る 農 薬 の 有 効 成 分 の 種 類 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 急 性 農 薬 使 用 者 暴 露 許 容 量 を 超 え な い

こ と 。 た だ し 、 農 薬 の 有 効 成 分 又 は 代 謝 物 の 物 理 的 化 学 的 性 状 及

び そ の 使 用 方 法 か ら 、 農 薬 使 用 者 が 主 に 吸 入 に よ っ て 当 該 農 薬 に

暴 露 す る 場 合 に あ っ て は 、 ほ 場 に お け る 農 薬 使 用 者 暴 露 試 験 の 成

績 か ら 推 定 さ れ る 、 農 薬 散 布 を 行 う 日 に 農 薬 散 布 作 業 等 に よ り 当

該 農 薬 に 暴 露 し た と き の 暴 露 濃 度 が 、 別 表 第 二 の 上 欄 に 掲 げ る 農

薬 の 有 効 成 分 又 は 代 謝 物 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 急 性 農 薬 使 用 者 暴 露 許 容 濃 度 を 超 え な い こ と 。  

一  付 録 第 一 の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ る 、 一 年 の う ち 農 薬 散 布 を 行

う 期 間 中 に 農 薬 散 布 作 業 等 に よ り 毎 日 農 薬 に 暴 露 し た 場 合 の 農 薬

使 用 者 に 対 す る 一 日 当 た り の 暴 露 量 が 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 農 薬

の 有 効 成 分 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 農 薬 使 用

者 暴 露 許 容 量 を 超 え な い こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

二  付 録 第 二 の 算 式 に よ っ て 算 出 さ れ る 、 農 薬 散 布 を 行 う 日 に 農 薬

散 布 作 業 等 に よ り 農 薬 に 暴 露 し た 場 合 の 農 薬 使 用 者 に 対 す る 暴 露

量 が 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 農 薬 の 有 効 成 分 の 種 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ

れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 急 性 農 薬 使 用 者 暴 露 許 容 量 を 超 え な い こ と

。  

 

別表第一 （略） 
別表第二 

農薬の有効成分又は

代謝物 

農薬使用者暴露許

容濃度 

急性農薬使用者暴露

許容濃度 
   

１，３－ジクロロプ

ロペン（別名Ｄ－Ｄ

） 

0.45mg／m3 0.91mg／m3 

    

別表 （略） 

（新設） 
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（ 略 ）  （ 略 ）  
  


